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 和臭の変体漢文を訓読するについては、原典が成立した年代、その時代
の用語、文法、当時の政治的、経済的、社会的背景、原著作者の地位身分、
写本成立の年次、その伝来の系統、写本作成者の学殖等原典の文意を解
釈するについての諸条件を考究し、この研究の結果から訓読者が解釈した
原典の文意を、あるいは原典の成立した時代の読み方に近付けて書き表わ
し、あるいは現代人に理解できる文章に書き改めることが必要であるが、こ
の作業の各々について、訓読者各自の諸般にわたる学識、文章理解力、表
現力の差異等により、訓読者各自の個性の表現ともいうべき異なつた結果
が生じるものであり、本件訓読文は、これに先立つて公表されている「将門
記」についての他の訓読文と比較すれば、幾多の点で相違し、原告の学識
経験に基づく独自の訓読文として完成されている。 

 本件訓読文は、「真福寺本」による「将門記」を原著作物とし、その内面形

式を維持しつつ、原告の創意に基づきこれに新たな具体的表現を与えたも

のであつて、著作権法2条1項11号の規定にいう著作物を翻案することによ

り創作した著作物に該当すると解して何の差支えもない。 
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